
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請 

（
共
同
参
画
社
会
推
進
課
）　

　

一

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（
介
護
保
険
室
）　

　

一

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
指
定 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
指
定 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（　
　

同　
　

）　

　

三

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　

　

四

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
廃
止
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　

　

四

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　

　

四

〇
道
路
の
区
域
変
更
（
五
件
） 

（
道　

路　

課
）　

　

五

〇
道
路
の
供
用
開
始
（
三
件
） 

（　
　

同　
　

）　

　

六

 
人
事
委
員
会

〇
公
開
口
頭
審
理
の
開
催 

七

 
公
安
委
員
会

〇
運
転
免
許
取
得
者
教
育
の
認
定 

七

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
八
十
一
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人

の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

ビ
ジ
ネ
ス
創
造
研
究
所

一　

代
表
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　

白
鳥　

則
郎

二　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　

仙
台
市
青
葉
区
一
番
町
一
丁
目
一
番
四
十
一
号

三　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　
　

 

こ
の
法
人
は
、
地
球
環
境
の
回
復
と
保
全
並
び
に
少
子
高
齢
社
会
を
意
識
し
、
企

業
・
大
学
及
び
個
人
等
が
保
有
す
る
知
的
財
産
権
・
技
術
・
ア
イ
デ
ア
な
ど
を
発

掘
し
マ
ッ
チ
ン
グ
と
融
合
の
上
で
事
業
の
創
出
と
育
成
並
び
に
企
業
の
再
生
支
援

を
通
じ
産
業
の
振
興
と
雇
用
の
創
出
を
図
る
。
ま
た
、
長
い
人
生
経
験
と
豊
か
な

知
識
と
技
能
な
ど
を
備
え
た
シ
ニ
ア
世
代
を
社
会
の
貴
重
な
人
的
資
源
と
し
て
捉

え
、
そ
の
活
力
を
社
会
に
生
か
す
た
め
の
仕
組
み
構
築
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。

四　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　
　
　

平
成
二
十
一
年
七
月
十
四
日

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
八
十
二
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と

し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

訪
問
介
護

二　

訪
問
看
護
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介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
一
二
〇
〇
九
二
三

〇
四
七
二
四
〇
〇
五
〇
六

事
業
者
の
名
称
及
び
所
在
地

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
あ
お

ぞ
ら
登
米
市
中
田
町
浅
水
字
上
川
面

六
十
五
番
地
一

す
み
れ
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ

ン亘
理
郡
山
元
町
坂
元
字
芦
合
二

十
九
番
地
四
十
九

申　

請　

者　

名

医
療
法
人
仁
泉
会

有
限
会
社
杉
山
ケ
ア
サ
ー
ビ

ス

指
定
年
月
日

平
成
二
十
一
年

六
月
一
日

平
成
二
十
一
年

六
月
一
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
六
〇
七
九
〇
〇
六
六

〇
四
六
一
二
九
〇
〇
五
八

事
業
者
の
名
称
及
び
所
在
地

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ふ
れ

あ
い
名
取
市
高
舘
熊
野
堂
字
岩
口
下

一
番
地
の
二

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ふ
れ

申　

請　

者　

名

医
療
法
人
仁
泉
会

医
療
法
人
仁
泉
会

指
定
年
月
日

平
成
二
十
一
年

六
月
一
日

平
成
二
十
一
年



三　

居
宅
療
養
管
理
指
導

四　

通
所
介
護

五　

福
祉
用
具
貸
与

 

六　

特
定
福
祉
用
具
販
売

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
八
十
三
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
と

し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
八
十
四
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
指
定
介
護
療
養
型
医
療

施
設
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
四
日
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あ
い
な
か
だ

登
米
市
中
田
町
浅
水
字
上
川
面

六
十
五
番
地
一

六
月
一
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
六
一
二
九
〇
〇
五
八

事
業
者
の
名
称
及
び
所
在
地

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ふ
れ

あ
い
な
か
だ

登
米
市
中
田
町
浅
水
字
上
川
面

六
十
五
番
地
一

申　

請　

者　

名

医
療
法
人
仁
泉
会

指
定
年
月
日

平
成
二
十
一
年

六
月
一
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
〇
六
〇
〇
四
三
八

〇
四
七
一
二
〇
〇
八
九
九

〇
四
七
一
二
〇
〇
九
三
一

〇
四
七
二
四
〇
〇
五
一
四

〇
四
七
二
八
〇
〇
六
一
四

〇
四
七
五
四
〇
二
〇
九
五

事
業
者
の
名
称
及
び
所
在
地

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
し
ろ

い
し
白
石
市
郡
山
字
平
成
百
四
十
一

番は
さ
ま
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ 

ー登
米
市
迫
町
佐
沼
字
錦
百
九
十

二
番
地
二

ど
ん
ぐ
り
の
家
新
田

登
米
市
迫
町
新
田
字
対
馬
五
十

一
番
地
四
十
七

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
し
ん

ま
ち
亘
理
郡
亘
理
町
新
町
四
十
一
番

地
九

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
く
れ
よ
ん

加
美
郡
加
美
町
町
裏
二
百
七
十

七
番
地
二

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
憩
い
の
園
西
多

賀仙
台
市
太
白
区
西
多
賀
一
丁
目

三
番
二
十
五
号

申　

請　

者　

名

医
療
法
人
仁
泉
会

医
療
法
人
仁
泉
会

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ど
ん

ぐ
り
の
家

医
療
法
人
仁
泉
会

特
定
非
営
利
活
動
法
人
一
隅

舎有
限
会
社
福
祉
サ
ポ
ー
ト
仙

台
東

指
定
年
月
日

平
成
二
十
一
年

六
月
一
日

平
成
二
十
一
年

六
月
一
日

平
成
二
十
一
年

六
月
一
日

平
成
二
十
一
年

六
月
一
日

平
成
二
十
一
年

六
月
十
五
日

平
成
二
十
一
年

六
月
十
八
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
五
五
〇
二
〇
一
九

事
業
者
の
名
称
及
び
所
在
地

（
株
）
東
京
イ
ン
テ
リ
ア
メ
デ 

ィ
カ
ル
サ
ー
ビ
ス
泉
営
業
所

仙
台
市
泉
区
松
森
字
沢
目
二
十

申　

請　

者　

名

株
式
会
社
東
京
イ
ン
テ
リ
ア

家
具

指
定
年
月
日

平
成
二
十
一
年

六
月
一
日

番
地
の
一

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
五
五
〇
二
〇
一
九

事
業
者
の
名
称
及
び
所
在
地

（
株
）
東
京
イ
ン
テ
リ
ア
メ
デ 

ィ
カ
ル
サ
ー
ビ
ス
泉
営
業
所

仙
台
市
泉
区
松
森
字
沢
目
二
十

番
地
の
一

申　

請　

者　

名

株
式
会
社
東
京
イ
ン
テ
リ
ア

家
具

指
定
年
月
日

平
成
二
十
一
年

六
月
一
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
〇
六
〇
〇
四
三
八

〇
四
七
〇
七
〇
〇
七
〇
九

〇
四
七
一
二
〇
〇
九
一
五

〇
四
七
二
二
〇
〇
九
五
五

〇
四
七
二
四
〇
〇
五
一
四

事
業
者
の
名
称
及
び
所
在
地

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
し
ろ

い
し
白
石
市
郡
山
字
平
成
百
四
十
一

番居
宅
介
護
支
援
事
業
所
な
と
り

名
取
市
高
舘
熊
野
堂
字
岩
口
下

一
番
地
の
二

居
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
ひ
ま

わ
り
な
か
だ

登
米
市
中
田
町
浅
水
字
上
川
面

六
十
五
番
地
一

こ
こ
ろ
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

柴
田
郡
川
崎
町
川
内
字
北
川
原

山
七
十
二

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
し
ん

ま
ち
亘
理
郡
亘
理
町
新
町
四
十
一
番

地
九

申　

請　

者　

名

医
療
法
人
仁
泉
会

医
療
法
人
仁
泉
会

医
療
法
人
仁
泉
会

医
療
法
人
仁
泉
会

医
療
法
人
仁
泉
会

指
定
年
月
日

平
成
二
十
一
年

六
月
一
日

平
成
二
十
一
年

六
月
一
日

平
成
二
十
一
年

六
月
一
日

平
成
二
十
一
年

六
月
一
日

平
成
二
十
一
年

六
月
一
日



 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
八
十
五
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

事
業
者
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

介
護
予
防
訪
問
介
護

二　

介
護
予
防
訪
問
看
護

三　

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

 

四　

介
護
予
防
通
所
介
護

五　

介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与

六　

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売
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介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
一
二
二
一
一
一
八
七

事
業
者
の
名
称
及
び
所
在
地

川
崎
こ
こ
ろ
病
院

柴
田
郡
川
崎
町
川
内
字
北
川
原

山
七
十
二
番
地

申　

請　

者　

名

医
療
法
人
仁
泉
会

指
定
年
月
日

平
成
二
十
一
年

六
月
一
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
一
二
〇
〇
九
二
三

〇
四
七
二
四
〇
〇
五
〇
六

事
業
者
の
名
称
及
び
所
在
地

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
あ
お

ぞ
ら
登
米
市
中
田
町
浅
水
字
上
川
面

六
十
五
番
地
一

す
み
れ
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ

ン亘
理
郡
山
元
町
坂
元
字
芦
合
二

十
九
番
地
四
十
九

申　

請　

者　

名

医
療
法
人
仁
泉
会

有
限
会
社
杉
山
ケ
ア
サ
ー
ビ

ス

指
定
年
月
日

平
成
二
十
一
年

六
月
一
日

平
成
二
十
一
年

六
月
一
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
六
〇
七
九
〇
〇
六
六

〇
四
六
一
二
九
〇
〇
五
八

事
業
者
の
名
称
及
び
所
在
地

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ふ
れ

あ
い
名
取
市
高
舘
熊
野
堂
字
岩
口
下

一
番
地
の
二

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ふ
れ

あ
い
な
か
だ

登
米
市
中
田
町
浅
水
字
上
川
面

六
十
五
番
地
一

申　

請　

者　

名

医
療
法
人
仁
泉
会

医
療
法
人
仁
泉
会

指
定
年
月
日

平
成
二
十
一
年

六
月
一
日

平
成
二
十
一
年

六
月
一
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
者
の
名
称
及
び
所
在
地

申　

請　

者　

名

指
定
年
月
日

〇
四
六
一
二
九
〇
〇
五
八

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ふ
れ

あ
い
な
か
だ

登
米
市
中
田
町
浅
水
字
上
川
面

六
十
五
番
地
一

医
療
法
人
仁
泉
会

平
成
二
十
一
年

六
月
一
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
〇
六
〇
〇
四
三
八

〇
四
七
一
二
〇
〇
八
九
九

〇
四
七
一
二
〇
〇
九
三
一

〇
四
七
二
四
〇
〇
五
一
四

〇
四
七
二
八
〇
〇
六
一
四

〇
四
七
五
四
〇
二
〇
九
五

事
業
者
の
名
称
及
び
所
在
地

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
し
ろ

い
し
白
石
市
郡
山
字
平
成
百
四
十
一

番は
さ
ま
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ 

ー登
米
市
迫
町
佐
沼
字
錦
百
九
十

二
番
地
二

ど
ん
ぐ
り
の
家
新
田

登
米
市
迫
町
新
田
字
対
馬
五
十

一
番
地
四
十
七

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
し
ん

ま
ち
亘
理
郡
亘
理
町
新
町
四
十
一
番

地
九

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
く
れ
よ
ん

加
美
郡
加
美
町
町
裏
二
百
七
十

七
番
地
二

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
憩
い
の
園
西
多

賀仙
台
市
太
白
区
西
多
賀
一
丁
目

三
番
二
十
五
号

申　

請　

者　

名

医
療
法
人
仁
泉
会

医
療
法
人
仁
泉
会

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ど
ん

ぐ
り
の
家

医
療
法
人
仁
泉
会

特
定
非
営
利
活
動
法
人
一
隅

舎有
限
会
社
福
祉
サ
ポ
ー
ト
仙

台
東

指
定
年
月
日

平
成
二
十
一
年

六
月
一
日

平
成
二
十
一
年

六
月
一
日

平
成
二
十
一
年

六
月
一
日

平
成
二
十
一
年

六
月
一
日

平
成
二
十
一
年

六
月
十
五
日

平
成
二
十
一
年

六
月
十
八
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
五
五
〇
二
〇
一
九

事
業
者
の
名
称
及
び
所
在
地

（
株
）
東
京
イ
ン
テ
リ
ア
メ
デ 

ィ
カ
ル
サ
ー
ビ
ス
泉
営
業
所

仙
台
市
泉
区
松
森
字
沢
目
二
十

番
地
の
一

申　

請　

者　

名

株
式
会
社
東
京
イ
ン
テ
リ
ア

家
具

指
定
年
月
日

平
成
二
十
一
年

六
月
一
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
五
五
〇
二
〇
一
九

事
業
者
の
名
称
及
び
所
在
地

（
株
）
東
京
イ
ン
テ
リ
ア
メ
デ

申　

請　

者　

名

株
式
会
社
東
京
イ
ン
テ
リ
ア

指
定
年
月
日

平
成
二
十
一
年



〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
八
十
六
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら

次
の
と
お
り
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

訪
問
介
護

二　

通
所
介
護

三　

福
祉
用
具
貸
与

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
八
十
七
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
か
ら

次
の
と
お
り
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
八
十
八
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
五
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事

業
者
か
ら
次
の
と
お
り
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

介
護
予
防
訪
問
介
護

二　

介
護
予
防
通
所
介
護

 

第2077号　平成21年７月24日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （4）

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
〇
六
〇
〇
三
一
三

事
業
者
の
名
称
及
び
所
在
地

有
限
会
社
ト
キ
オ
建
材
福
祉
事

業
部
白
石
市
本
鍛
冶
小
路
四
番
地

申　

請　

者　

名

有
限
会
社
ト
キ
オ
建
材

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
一
年

六
月
三
十
日

ィ
カ
ル
サ
ー
ビ
ス
泉
営
業
所

仙
台
市
泉
区
松
森
字
沢
目
二
十

番
地
の
一

家
具

六
月
一
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
一
五
〇
〇
一
三
二

〇
四
七
二
八
〇
〇
三
六
六

〇
四
七
五
五
〇
一
六
六
四

事
業
者
の
名
称
及
び
所
在
地

ダ
イ
シ
ョ
ウ
・
ケ
ア
・
サ
ー
ビ

ス大
崎
市
古
川
桜
ノ
目
字
新
下
釜

二
百
二
十
一

西
部
介
護
サ
ー
ビ
ス

加
美
郡
色
麻
町
吉
田
字
新
地
蔵

堂
五
十
四
番
地

は
ま
な
す
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ 

ョ
ン
仙
台
市
泉
区
泉
中
央
二
丁
目
十

六
番
一
号
ト
レ
ス
ピ
ー
ノ
泉
中

央
一
階

申　

請　

者　

名

有
限
会
社
ダ
イ
シ
ョ
ウ
サ
ー

ビ
ス

有
限
会
社
西
部
介
護
サ
ー
ビ

ス株
式
会
社
は
ま
な
す

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
一
年

六
月
十
二
日

平
成
二
十
一
年

六
月
十
九
日

平
成
二
十
一
年

六
月
三
十
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
五
五
〇
〇
七
三
二

事
業
者
の
名
称
及
び
所
在
地

南
光
台
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ 

ー仙
台
市
泉
区
南
光
台
東
三
丁
目

三
番
十
二
号

申　

請　

者　

名

株
式
会
社
は
ま
な
す

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
一
年

六
月
三
十
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
二
八
〇
〇
三
六
六

〇
四
七
五
五
〇
一
六
六
四

事
業
者
の
名
称
及
び
所
在
地

西
部
介
護
サ
ー
ビ
ス

加
美
郡
色
麻
町
吉
田
字
新
地
蔵

堂
五
十
四
番
地

は
ま
な
す
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ 

ョ
ン
仙
台
市
泉
区
泉
中
央
二
丁
目
十

六
番
一
号
ト
レ
ス
ピ
ー
ノ
泉
中

央
一
階

申　

請　

者　

名

有
限
会
社
西
部
介
護
サ
ー
ビ

ス株
式
会
社
は
ま
な
す

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
一
年

六
月
十
九
日

平
成
二
十
一
年

六
月
三
十
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
一
五
〇
〇
一
三
二

〇
四
七
五
五
〇
一
五
三
二

事
業
者
の
名
称
及
び
所
在
地

ダ
イ
シ
ョ
ウ
・
ケ
ア
・
サ
ー
ビ

ス大
崎
市
古
川
桜
ノ
目
字
新
下
釜

二
百
二
十
一

は
ま
な
す
ケ
ア
プ
ラ
ン
セ
ン
タ 

ー仙
台
市
泉
区
泉
中
央
二
丁
目
十

六
番
一
号

申　

請　

者　

名

有
限
会
社
ダ
イ
シ
ョ
ウ
サ
ー

ビ
ス

株
式
会
社
は
ま
な
す

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
一
年

六
月
十
二
日

平
成
二
十
一
年

六
月
三
十
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
五
五
〇
〇
七
三
二

事
業
者
の
名
称
及
び
所
在
地

南
光
台
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ 

ー仙
台
市
泉
区
南
光
台
東
三
丁
目

三
番
十
二
号

申　

請　

者　

名

株
式
会
社
は
ま
な
す

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
一
年

六
月
三
十
日



三　

介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
八
十
九
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
四
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東

部
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

一
般
国
道

二　

路　

線　

名　

三
百
九
十
八
号

三　

道
路
の
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
九
十
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
四
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
大

河
原
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

越
河
角
田
線

三　

道
路
の
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
九
十
一
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
四
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
仙

台
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

泉
塩
釜
線

三　

道
路
の
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
九
十
二
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
四
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
北

部
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。
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介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
〇
六
〇
〇
三
一
三

事
業
者
の
名
称
及
び
所
在
地

有
限
会
社
ト
キ
オ
建
材
福
祉
事

業
部
白
石
市
本
鍛
冶
小
路
四
番
地

申　

請　

者　

名

有
限
会
社
ト
キ
オ
建
材

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
一
年

六
月
三
十
日

変

更

の

区

間

石
巻
市
北
上
町
橋
浦
字
南
釜
谷
崎
二
〇
五
番
三
地

先
か
ら

同
市
同
町
橋
浦
字
南
釜
谷
崎
無
番
地
先
ま
で

変
更
の

前　

後
前後

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

　

七
・
五
〜二
七
・
六

　

七
・
五
〜二
七
・
〇

敷

地

の

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

 

六
三
四
・
〇

 

六
三
四
・
〇

変　

更　

の　

区　

間

角
田
市
小
田
字
中
島
二
二
番
二
地
先
か
ら

同
市
小
田
字
宮
内
三
九
番
一
地
先
ま
で

角
田
市
小
田
字
福
田
七
六
番
一
地
先
か
ら

同
市
小
田
字
福
田
七
五
番
一
地
先
ま
で

変
更
の

前　

後

　

Ａ
前　
　

Ｂ
後
B前後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

　

五
・
三
〜

 

一
四
・
〇

一
二
・
一
〜

 

三
六
・
二

一
二
・
一
〜

 

三
六
・
二

一
八
・
六
〜

二
一
・
〇

一
六
・
五
〜

一
八
・
三

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

二
四
〇
・
〇

二
九
九
・
〇

二
九
九
・
〇

二
二
・
〇

二
二
・
〇

備　
　

考

　

上
記
Ａ
及
び

Ｂ
は
、
関
係
図

面
に
表
示
す
る

敷
地
の
区
分
を

い
う
。

変

更

の

区

間

多
賀
城
市
市
川
字
伏
石
一
一
五
番
一
地
先
か
ら

同
市
市
川
字
伏
石
九
番
三
地
先
ま
で

変
更
の

前　

後
前後

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

一
〇
・
〇
〜三
三
・
〇

一
〇
・
〇
〜三
三
・
〇

敷

地

の

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

 

七
一
・
〇

 

七
一
・
〇



　
　

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

柳
沢
中
新
田
線

三　

道
路
の
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
九
十
三
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
四
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
気

仙
沼
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

払
川
町
向
線

三　

道
路
の
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
九
十
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
四
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東

部
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
九
十
五
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
四
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
仙

台
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
九
十
六
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
四
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
北

部
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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変

更

の

区

間

加
美
郡
加
美
町
鳥
屋
ヶ
崎
字
稲
荷
前
一
三
〇
番
一

地
先
か
ら

同
郡
同
町
鳥
屋
ヶ
崎
字
稲
荷
前
一
八
三
番
一
地
先

ま
で

変
更
の

前　

後
前後

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

一
二
・
〇
〜

 

三
六
・
八

　

六
・
〇
〜

 

三
六
・
八

敷

地

の

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

 

一
四
四
・
〇

 

一
四
四
・
〇

変

更

の

区

間

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
字
払
川
一
五
〇
番
一

二
〇
地
先
か
ら

同
郡
同
町
歌
津
字
上
沢
一
六
四
番
一
地
先
ま

で

変
更
の

前　

後

　

Ａ
前　
　

Ｂ

　

Ａ
後　
　

Ｂ

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

　

三
・
〇
〜

 

七
一
・
〇

　

九
・
二
〜

 

六
九
・
〇

　

四
・
五
〜

 

七
一
・
〇

　

九
・
二
〜

 

六
九
・
〇

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

二
、
一
七
三
・
〇

二
、
一
四
九
・
〇

一
、
〇
四
六
・
〇

二
、
一
四
九
・
〇

備　
　

考

　

上
記
Ａ
及
び

Ｂ
は
、
関
係
図

面
に
表
示
す
る

敷
地
の
区
分
を

い
う
。

道

路

の

種

類

一
般
国
道

路

線

名

三
百
九
十
八

号

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

石
巻
市
北
上
町
橋
浦
字
南
釜
谷
崎
二
〇
五
番
三
地
先
か
ら

同
市
同
町
橋
浦
字
南
釜
谷
崎
無
番
地
先
ま
で

供
用
開
始
年
月
日

平
成
二
十
一
年

　
　

七
月
二
十
七
日

道

路

の

種

類

県

道

路

線

名

泉
塩
釜
線

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

多
賀
城
市
市
川
字
伏
石
一
一
番
一
地
先
か
ら

同
市
浮
島
字
宮
前
一
三
五
番
地
先
ま
で

供
用
開
始
年
月
日

平
成
二
十
一
年

 

七
月
三
十
日

 

午
後
二
時

道

路

の

種

類

県

道

路

線

名

柳
沢
中
新
田

線

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

加
美
郡
加
美
町
鳥
屋
ヶ
崎
字
稲
荷
前
一
三
〇
番
一
地
先
か
ら

同
郡
同
町
鳥
屋
ヶ
崎
字
稲
荷
前
一
八
三
番
一
地
先
ま
で

供
用
開
始
年
月
日

平
成
二
十
一
年　
　

 

七
月
二
十
四
日



人
事
委
員
会

〇
名
取
市
立
ゆ
り
が
丘
小
学
校
勤
務
定
行
俊
彰
に
対
す
る
平
成
十
七
年
八
月
二
十
二
日
付
け
懲
戒
処
分
に
つ
い
て
、
第

二
回
口
頭
審
理
を
次
に
よ
り
行
う
。

　
　

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
四
日

 

宮　
城　
県　
人　
事　
委　
員　
会　
　
　

一　

日
時

　
　

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
七
日　

午
後
二
時
三
十
分

二　

場
所

　
　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　

宮
城
県
行
政
庁
舎　

十
階　

一
〇
〇
一
会
議
室

　

傍
聴
券
の
交
付
は
、
審
理
廷
入
口
に
お
い
て
先
着
二
十
名
限
り
交
付
し
ま
す
。

　

な
お
、
傍
聴
者
の
入
場
は
、
午
後
二
時
か
ら
と
し
ま
す
。

公
安
委
員
会
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〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
告
示
第
129号

　
道
路
交
通
法
（
昭
和
35年

法
律
第
105号

）
第
108条

の
32の

２
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
平
成
21年

７
月
24日

 
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
中
村
　
孝
也
　
　

１
　
認
定
を
し
た
旨

　
道
路
交
通
法
第
108条

の
32の

２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
２
の
と
お
り
運
転
免
許
取
得
者
教
育
の
認
定
を
行
っ

た
。

２
　
運
転
免
許
取
得
者
教
育
の
認
定
に
関
す
る
規
則
（
平
成
12年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
４
号
）
第
５
条
第
１
項
に

掲
げ
る
事
項

　
�
　
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名

　
　
ア
　
名
称

　
　
　
　
角
田
自
動
車
学
校

　
　
イ
　
住
所

　
　
　
　
宮
城
県
角
田
市
角
田
字
中
沢
46番

33号

　
　
ウ
　
代
表
者
の
氏
名

　
　
　
　
佐
藤
　
孝
夫

　
�
　
運
転
免
許
取
得
者
教
育
に
使
用
す
る
施
設
の
名
称

　
　
　
角
田
自
動
車
学
校

　
�
　
運
転
免
許
取
得
者
教
育
に
使
用
す
る
施
設
の
所
在
地

　
　
　
宮
城
県
角
田
市
角
田
字
中
沢
46番

33号

　
�
　
運
転
免
許
取
得
者
教
育
の
課
程
の
区
分
及
び
名
称

　
　
ア
　
運
転
免
許
取
得
者
教
育
の
認
定
に
関
す
る
規
則
第
１
条
第
３
号
に
掲
げ
る
課
程

　
　
　
　
高
齢
者
講
習
同
等
教
育

　
　
イ
　
運
転
免
許
取
得
者
教
育
の
認
定
に
関
す
る
規
則
第
１
条
第
６
号
に
掲
げ
る
課
程

　
　
　
　
更
新
時
講
習
同
等
教
育

３
　
認
定
を
し
た
年
月
日

　
　
平
成
21年

７
月
７
日


